
平成２０年　３月１５日
石川県ソフトテニス連盟

平成20年度より日本ソフトテニス連盟の会員登録システムが変更になります。

１．主な変更点
　ａ　会員登録料は、登録団体から日本ソフトテニス連盟へコンビニエンスストア・ゆうちょ銀行を利用
　　して直接納付することになります。(会費納付システム)
　ｂ　県連・市町協会会費は、日本ソフトテニス連盟から返金されます。
　ｃ　年度登録会員には、会員登録料を納付することで会員登録となります。

２．平成20年度からの石川県連盟役員会費について

　①年度当初に、県連盟から役員へ請求書を発送いたします。
　②役員は、登録している団体(協会)へ役員会費(会員登録料含む)の支払いをお願いいたします。
　③団体(協会)の集約管理者は、会員登録システムにより申請入力を行い、会員登録料(役員会費
　　を含む)の振込みをお願いいたします。

　・役員会費(会員登録料1,500円を含みます)
年会費

会長 30,000
副会長 20,000
顧問・常任参与・参与・監事・理事長 5,000
副理事長・常任理事・理事 3,000
※石川県役員会に登録されている役員の方は、従来と何ら変更はありません。

会員登録料は、会員登録する際、登録団体
からの振込みが必要となります。

会員登録システムの変更と役員会費について
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会員登録システムの入力方法
「登録申請・確認」画面

「都道府県連盟納入金」･「団体会費」欄に役員会費の合計を入力する。
　例:副会長18,500+参与3,500+理事1,500*2=25,000

以　上


